
伊勢崎市 
ISESAKI CITY 

令和５年１２月２７日 

報道機関各位 

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の 

活用事業について 
  企画部企画調整課 

本交付金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援

を通じた地方創生を図ることを目的とし、国が創設したものです。 

 本交付金のうち、国の推奨事業メニュー分を活用し実施する事業について、次のとおり情

報提供いたします。 

１ 活用事業 別紙のとおり 

２ 備考  今回情報提供した活用事業は、１１月２日に閣議決定された「デフレ完全

脱却のための総合経済対策」に基づき、本市は本経済対策の速やかな執行に

より、物価高に苦しむ生活者や事業者に対し、一刻も早い支援を行うため、

１２月２７日に市長の専決処分により予算化したものです。 

問い合わせ先 企画調整課  ℡0270-27-2707 



物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 活用事業 

【国推奨事業メニュー分：交付限度額 351,350千円】 

№ 事業名 

（予算事業名） 

事業概要 歳出予算額 

（千円） 

担当課 

1 電子地域通貨

加盟店支援事

業 

（物価高騰対

応電子地域通

貨加盟店支援

事業） 

伊勢崎市電子地域通貨ＩＳＥＣＡの加盟

店（事業所）に対し、一律５万円を給付し、

エネルギー、物価高騰の影響に対する支援を

行うことで、安定的な経営を支援するもの

なお、加盟店には、新規加盟店を含みます。 

〇積算内訳 

・給付金

加盟店 1,100店×50千円＝55,000千円

【うち、繰越予定額 45,000千円】

・事務費 1,097千円

【うち、繰越予定額 969千円】

〇申請受付予定期間 

令和６年２月１日～５月３１日 

56,097 

繰越明許費 

【45,969】 

事務管

理課 

2 病院事業会計

繰出・補助 

（病院事業会

計繰出金） 

群馬県が実施する「令和５年度物価高騰対

策に取り組む医療機関・薬局等支援給付金」

及び「同介護・福祉施設支援給付金」におい

て、公立の施設が支給対象外となっており、

群馬県の支給単価に準じた額を上限として、

光熱水費の高騰による影響を受けている本

市の伊勢崎市民病院及び介護老人保健施設

ひまわりに対し支援するもの 

〇積算内訳 

伊勢崎市民病院 

・給付金

給付金単価 43千円×病床数 494床

＝21,242千円

介護老人保健施設ひまわり 

・給付金

令和５年度支出見込額 5,592千円－令和３

年度支出額 4,669千円＝923千円

22,165 

財政課 

経営企

画部財

務課 

3 水稲次期作高

騰対策助成金

事業 

（物価高騰対

応水稲次期作

高騰対策助成

金事業） 

物価高騰の影響を受ける主食水稲生産者

に対し、新規需要米を含む水稲の次期作支援

を行うことにより、生産意欲の減退や耕作放

棄、離農等を防ぐため、本市に在住する認定

農業者及び経営所得安定対策申請者に対し

て１０ａ(１ａ未満切捨）につき、６，０００

円を助成し、経営安定及び健全な発展を図る

もの 

39,028 

農政課 

資 料 



〇積算内訳 

・助成金 39,028千円

6,000円/10a×65,046a≒39,028千円

〇給付開始予定時期 

令和６年１月下旬以降 

4 飼料高騰対策

助成金事業 

（物価高騰対

応飼料高騰対

策助成金事業） 

配合飼料価格高騰の影響を受けた市内の

畜産農業者に対し、緊急的な支援を行うこと

により、生産意欲の減退や離農等を防ぐた

め、令和４年１０月１日から令和５年９月３

０日の間に購入し、市内農場で使用した牛・

豚・鶏の配合飼料について、畜種ごとに定め

た単価に購入数量を掛けた金額を助成し、経

営安定及び本市の継続的な農業振興を図る

もの 

〇積算内訳 

・助成金 42,684千円

購入した配合飼料に対して１ｔ(１ｔ未満

切捨)につき、次に掲げる額を乗じた額を

助成

（内訳） 

豚  1,552円×11,600ｔ 

乳牛     1,502円×5,900ｔ 

肉牛  1,606円×6,500ｔ 

採卵鶏   2,081円×2,300ｔ 

ブロイラー 1,978円×300ｔ 

〇給付開始予定時期 

令和６年１月下旬以降 

42,684 

農政課 

5 まちなか商店

街等エネルギ

ー・物価高騰対

策支援事業 

（物価高騰対

応まちなか商

店街エネルギ

ー等対策支援

事業） 

エネルギー価格高騰の影響により、街路灯

の維持管理をはじめとする諸経費が高騰し、

苦境に立たされているまちなか（中心市街

地）において商業活動やにぎわい創出に資す

る活動を行っている商店街等に対し、支援金

を交付するもの 

〇積算内訳 

・支援金

5,000円×街路灯 30本×16団体

＝2,400千円

〇対象団体 

商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４

１号）に基づく商店街振興組合若しくは、

３者以上の市内中小企業者を含む者で組

織されている団体 

〇申請開始予定時期 

令和６年１月中旬頃 

2,400 

商工労

働課 



6 運送事業者等

支援事業 

（物価高騰対

応運送事業者

等支援事業） 

燃料価格の高騰が道路運送事業者等に及

ぼす影響を緩和し、事業継続を支援するた

め、市内で道路運送事業等を営む中小企業者

に対し、その事業の用に供する保有車両の区

分及び台数に応じて支援金を交付するもの 

〇積算内訳 

・支援金 177,850千円

（内訳）

普通自動車(バス、大型トラック等) 

30千円×5,260台 

小型自動車(タクシー、小型トラック等) 

20千円×691台 

軽自動車（軽トラ、随伴用車両等） 

10千円×623台 

・事務費 7,068千円

〇申請受付開始予定時期

令和６年１月上旬 

184,918 

商工労

働課 

7 ＬＰガス料金

負担軽減支援

事業 

（物価高騰対

応ＬＰガス料

金負担軽減支

援事業） 

エネルギー価格及び物価高騰により、生活

に影響を受けているＬＰガス利用者を支援

するため、ＬＰガス供給事業者が利用者の料

金の一部を値引きした場合に、その値引額分

をＬＰガス供給事業者に対して補助するも

の 

※群馬県が全県で同様の支援事業を本年度

中に行うため、この実施時期と重複しないよ

う、本市では令和６年度４月及び５月請求分

から値引きする仕組みとするため、事業費全

額を繰越明許費とします。

〇積算内訳

・補助金 127,400千円【全額繰越予定】

（内訳）

料金値引き負担分（４月・５月分） 

ＬＰガス利用者 58,000件×1千円 

×2箇月分＝116,000千円 

ガス供給事業者事務費 

ガス事業者 190件×30千円×2箇月分 

＝11,400千円 

・事務費 8,170千円【全額繰越予定】

〇事業周知開始予定時期

令和６年２月中旬頃 

135,570 

繰越明許費 

【135,570】 

企業誘

致課 

国推奨事業メニュー分 計 

（財源 交付金 351,350 一般財源 131,512） 

482,862 

繰越明許費 

【181,539】 


